
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 の 再 雇 用 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

（対象者） 

第２条 再雇用の対象となる者は、次の各号に定める

者とする。 

(1) 就業規則第２２条第１項第２号又は第３号の規

定により定年退職した者 

(2) 就業規則第２２条第１項第２号又は第３号の規

定による定年退職後に引き続き国立大学法人京都

大学特定有期雇用教職員就業規則（平成１８年達

示第２１号）による特定有期雇用教職員として雇

用され、当該職を任期満了により退職した者 

(3) 京都大学（以下「本学」という。）からの推薦

により課長級の職員として登用され、本学以外の

国立大学法人等を定年退職した者 

(4) 国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就

業規則（平成２５年達示第５７号）第５条第１項

の規定により定年退職した者 

（中 略） 

（俸給月額等） 

第１１条 再雇用職員の俸給月額は、次の表に掲げる

額とする。 

俸給月額 

Ａ ２１０,０００円 

Ｂ ２６０,０００円 

 

 

 

 

２ 前項の額については、従事する業務の内容に応じ

て決定するものとする。 

３ 給与規程第１１条の規定は、再雇用職員には適用

しない。 

（手当） 

第１２条 再雇用職員に支給できる手当は、次の各号

に掲げる手当とする。 

 

(1) 特殊勤務手当 

(2) 超過勤務手当 

(3) 休日給 

(4) 夜勤手当 

(5) 宿日直手当 

(6) 衛生管理手当 

２ （略） 

（後 略） 

 

 （対象者） 

第２条 

 

(1) 

 

(2)  

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

(4)  

 

 

（俸給月額等） 

第１１条 再雇用職員の俸給月額は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 

 

 

 

(1) 第２条第１号から第３号までの規定による再雇

用職員 ２１０，０００円又は２６０，０００円 

(2) 第２条第４号の規定による再雇用職員       

２００，０００円 

２ 前項第１号の額については、従事する業務の内容に

応じて決定するものとする。 

３ （同 左） 

 

（手当） 

第１２条 再雇用職員に支給できる手当は、次の各号

（第２条第４号の規定による再雇用職員については、

第１号及び第６号を除く。）に掲げる手当とする。 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

２ 

 

附 則 

 この規程は、平成３０年３月２８日から施行する。 

 

（同 左） 

（同 左） 


